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日本電気技術規格委員会規格 

 

地中電線用管路の接地に関する取り扱い 

ＪＥＳＣ Ｅ６００６（２００４） 

 

 

 

 
１．適用範囲 

この規格は，地中電線路を管路式により施設する場合における，管路の接地工事

の取り扱いについて規定する。 
 
 
２．技術的規定 

地中電線を収める金属製の管路を管路式により施設した箇所については，Ｄ種接

地工事を施したものとみなすことができる。 
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ＪＥＳＣ Ｅ６００６「地中電線用管路の接地に関する取り扱い」解説 

 

平成29年10月に見直しを行い，本文の改定を行う必要がないことを確認した。 

なお，本解説での電気設備の技術基準の解釈（以下，「電技解釈」という。）の条項は，規格

制定時の電技解釈の条項番号を示す。 

 

１．制定経緯 

管，暗きょその他の地中電線を収める防護装置の金属製部分については，電技解釈第137条

（現行第123条）によりＤ種接地工事を施し，100Ω以下の抵抗値とすることが規定されている。 

電技解釈第137条（現行第123条）に関連して，電技解釈第21条（現行第17条）では，Ｄ種接

地工事の省略に関する規定されており，鉄骨又は鉄筋コンクリート造りの建築物内の機械器具

や配線付属品の接地について，鉄骨に電気的に接続することにより，接地工事を施さなくても

低い抵抗値に保たれる場合，接地工事を省略することが認められている。 

一方，地中電線路を管路式により施設した金属製の管路は，過去の施設状態における接地抵

抗値の実績やサンプル試験結果により，所定の100Ω以下の抵抗値を確保出来ている状態とな

っていることから接地抵抗低減効果が期待でき，Ｄ種接地工事を施したものとみなすことがで

きると考えられる。 

さらに，管路式により施設した管路は，土中に埋設された状態であるため，暗きょ内の管路

と異なり人体への危害や物件への損傷を及ぼすような環境下ではないと考えられる。 

これらの状況から，管路式により施設された金属製の管路は，接地工事を省略してもＤ種接

地工事を施したものと同等の安全性が確保できると考えられることから，管路式により施設し

た場合については，Ｄ種接地工事を施したものとみなすことを規定した規格を制定した。 

 

２．制定根拠 

管路式により施設した金属製の管路について，以下のとおり検討した結果，Ｄ種接地工事を

施したものとみなして問題ないとの結論を得た。 

 

○管路の接地抵抗値の確認（詳細「別紙１」参照） 

・ サンプル試験結果より，埋設長 1m 程度の金属製の管路（鋼管）を，土冠 10～30cm で

埋設した状態における接地抵抗値は 26～46Ω（8サンプル）であることから 100Ω以下

を十分に満足する結果が得られた。 

・ 実布設線路による実測結果より，接地抵抗値は 1～65Ω（11 箇所）であることから

100Ω以下を十分に満足する結果が得られた。 

 

○管路式による施設状態からの検討 

管路式により施設した管路は，暗きょ内に施設した管路とは異なり，土中に埋設された

状態であるため，人が触れる恐れがないことから，感電等人体に危害を及ぼす恐れはない

と考えられる。 

 

３．規格の説明 

この規格では，管路式により施設する金属製の管路についてはＤ接地工事を施したものとみ

なすことを規定している。施設方法については，地中電線路を管路式により施設する場合に限

定し適用することとしている。 

 

４．関連資料 

別紙１ 接地抵抗値実測結果 

参考１ 地中電線路の布設方式 
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日本電気技術規格委員会規格について 

 

 
１．技術基準の性能規定化 

電気事業法においては，電気設備や原子力設備など七つの分野の技術基準が定

められており，公共の安全確保，電気の安定供給の観点から，電気工作物の設計，

工事及び維持に関して遵守すべき基準として，電気工作物の保安を支えています。

これら技術基準のうち，発電用水力設備，発電用火力設備，電気設備，発電用風

力設備の四技術基準を定める省令は，性能規定化の観点から平成9年3月に改正さ

れました。 

 

２．審査基準と技術基準の解釈 

この改正により，四技術基準は，保安上達成すべき目標，性能のみを規定する

基準となり，具体的な資機材，施工方法等の規定は，同年5月に資源エネルギー庁

が制定した「技術基準の解釈」（発電用水力設備，発電用火力設備及び電気設備

の技術基準の解釈）に委ねられることとなりました。その後，平成16年3月に発電

用風力設備の技術基準の解釈が示され，「技術基準の解釈」は，電気事業法に基

づく保安確保上の行政処分を行う場合の判断基準の具体的内容を示す「審査基準」

として，技術基準に定められた技術的要件を満たすべき技術的内容の一例を具体

的に示すものと位置付けられています。 

 

３．審査基準等への民間規格・基準の反映 

この技術基準の改正では，公正，公平な民間の機関で制定・承認された規格で

あれば，電気事業法の「審査基準」や「技術基準の解釈」への引用が可能（原子

力を除く。）となり，技術基準に民間の技術的知識，経験等を迅速に反映するこ

とが可能となりました。 

このようなことから，これら「審査基準」や「技術基準の解釈」に引用を求め

る民間規格・基準の制定・承認などの活動を行う委員会として，「日本電気技術

規格委員会」が平成9年6月に設立されました。 

 

４．日本電気技術規格委員会の活動 

日本電気技術規格委員会は，学識経験者，消費者団体，関連団体等で構成され，

公平性，中立性を有する委員会として，民間が自主的に運営しています。 

経済産業省では，民間規格評価機関から提案された民間規格・基準を，技術基

準の保安体系において積極的に活用する方針です。当委員会は，自身を民間規格

評価機関として位置付け委員会活動を公開するとともに，承認する民間規格など

について広く一般国民に公知させて意見を受け付け，必要に応じてその意見を民

間規格に反映するなど，民間規格評価機関として必要な活動を行っています。 

具体的には，当委員会における専門部会や関係団体等が策定した民間規格・基

準，技術基準等に関する提言などについて評価・審議し，承認しています。また，

必要なものは，行政庁に対し技術基準等への反映を要請するなどの活動を行って

います。 
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主な業務としては， 

・電気事業法の技術基準などへの反映を希望する民間規格・基準を評価・審議

し，承認 

・電気事業法等の目的達成のため，民間自らが作成，使用し，自主的な保安確

保に資する民間規格・基準の承認 

・承認した民間規格・基準に委員会の規格番号を付与し，一般へ公開 

・行政庁に対し，承認した民間規格・基準の技術基準等への反映の要請 

・技術基準等のあり方について，民間の要望を行政庁へ提案 

・規格に関する国際協力などの業務を通じて，電気工作物の保安，公衆の安全

及び電気関連事業の一層の効率化に資すること 

などがあります。 

 

５．本規格の使用について 

日本電気技術規格委員会が承認した民間規格・基準は，審議の公平性，中立性

の確保を基本方針とした委員会規約に基づいて，所属業種のバランスに配慮して

選出された委員により審議，承認され，また，承認前の規格・基準等について広

く外部の意見を聞く手続きを経て承認しています。 

委員会は，この規格内容について説明する責任を有しますが，この規格に従い

作られた個々の機器，設備に起因した損害，施工などの活動に起因する損害に対

してまで責任を負うものではありません。また，本規格に関連して主張される特

許権，著作権等の知的財産権（以下，「知的財産権」という。）の有効性を判断

する責任，それらの利用によって生じた知的財産権の有効性を判断する責任も，

それらの利用によって生じた知的財産権の侵害に係る損害賠償請求に応ずる責任

もありません。これらの責任は，この規格の利用者にあるということにご留意下

さい。 

本規格は，「電気設備の技術基準の解釈について」に引用され同解釈の規定に

おける選択肢を増やす目的で制定されたもので，同解釈と一体となって必要な技

術的要件を明示した規格となっております。 

本規格を使用される方は，この規格の趣旨を十分にご理解いただき，電気工作

物の保安確保等に活用されることを希望いたします。 
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